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 当局の発注工事のうち事前公表した工事に係る希望申込受付事務取扱手続は、次のとお

りとする。 

 

１ 対象工事 

工事発注予定の事前公表事務取扱手続に基づき事前公表を行った工事を対象とする。 

ただし、一般競争入札案件及び工事請負年間単価契約案件は、５(2)から(11)までの規定

について対象から除く。 

 

２ 工事希望申込みの受付基準 

    原則として、電子入札システムによる工事希望申込み（以下「電子申込み」という。）

のみ受け付けるものとする。 

    紙による工事希望申込み（以下「紙申込み」という。）については、特定調達等あらか

じめ紙申込みを認めたもの、電子入札システムの支障等により紙申込みを認めるもの、

などの場合に限り、受け付けるものとする。 

 

３ 紙による工事希望申込みの受付場所 

  各契約担当部署の所定の場所で受け付ける。 

 

４ 工事希望申込みの受付日時 

電子申込みについては、当該工事案件に関する希望申出期間内で、電子入札システム

が稼働している時間中にのみ受け付けるものとする。 

紙申込みについては、当該工事案件に関する希望申出期間内で、開庁している時間中



にのみ受け付けるものとする。 

 

５ 工事希望申込みの受付方法 

 (1) 工事希望申込みは、電子申込みにあっては電子入札システムに関し、別に定めてい

る「希望票兼予定監理技術者等調書」により、紙申込みにあっては「工事希望票兼予

定監理技術者等調書」（別紙１）（以下両方の調書を合わせて「申込書」という。）によ

る。 

 (2) 工事希望申込みは、一業種につき４件まで申し込むことができる。 

 (3) 同一業種に２件以上の希望申込みがあり、いずれかの案件を指名したときは、原則

として同一業種の他の案件の希望申込みは失効する。 

また、別業種にそれぞれ申込みのある場合は、一業種につき指名しても、他の業種

の希望申込みは失効しない。 

 (4) 同一業種に２件以上の希望申込みがある場合、優先順位は受け付けられない。 

(5) 等級格付工事においては、発注等級に該当する者の希望申込みのみ受け付ける。 

 (6) 順位格付工事においては、競争入札参加資格の審査結果において当該業種の有資格

者の希望申込みを受け付ける。ただし、予定価格が５００万円未満の案件については、

無格付の者についても希望申込みを受け付ける。 

 (7) 発注条件を付している案件においては、その条件を満たしている工事希望申込みを

有効なものとして取り扱う。なお、管の布設を伴う水道施設工事の発注においては、

配水管口径別指名条件に基づく口径条件を満たす管工事実績を有する者の希望申込み

を有効なものとして取り扱う。 

 (8) 事業協同組合（以下「組合」という。）とその組合員が同一の案件に希望申込みした

場合、いずれかが指名されると、他の者の申込みは失効する。 

 (9) 組合の申込みは、施工予定人とその出資比率及び連帯保証人をあらかじめ申込書に

裏書きし、また、理事長印で証明した受注委員会の議事録の写しを添付したものを受

け付ける。 

 (10) 組合の施工予定人が、同一業種の他案件で希望申込みにより指名された場合は、原

則として、組合の希望申込みは失効する。 

 (11) (8)、(9)、(10)のほか組合の取扱いについては、事業協同組合に対する建設工事等

発注事務要綱に基づき処理する。 

 (12) 申込みの取消しは、希望申出期間の最終日時までとする。その後の取消しは認めな

い。 

 (13) 申込書の記載事項に虚偽があった場合は、その希望申込みを無効とすることができ

る。 

 

６ 申込書の処理 



 (1) 電子申込みで受け付けた申込書は、電子入札システムにより受理確認し、当該申込

者に受理書を送信する。 

 (2) 紙申込みで受け付けた申込書は、電子入札システムに入力する。 

 

７ 申込書の保存 

  紙による申込書は、希望申出期間の終了後、６ヶ月間保存する。ただし、落札者の紙

による申込書は、起工原議とともに保存する。 

    電子入札システムによる申込書は、希望申出期間の終了後、６ヶ月間データ保存する。 

 

附 則 

この事務取扱手続は、平成２６年９月１６日から施行する。 

 

附 則 

この事務取扱手続は、平成２８年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この事務取扱手続は、令和２年１２月７日から施行する。 

 

附 則 

この事務取扱手続は、令和５年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この事務取扱手続は、令和７年２月１日から施行する。 

 

 



工事希望票兼予定監理技術者等調書 

年   月   日 

社   名 

所 在 地 

代 表 者 

担 当 者 

 

 

 

                   

職 氏 名  

電話番号 

東  京  都  受  付  番  号 

        

建  設  業  許  可  番  号 

大 臣 ・           知 事  

（特・般     ）第        号 

希
望
す
る
工
事 
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希
望
理
由 

 業 種 
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付 
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施
工
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の
工
事
（
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注
局
分
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契約番号 

第   号 

件名 

 
工

期 

 年  月  日 

 

 年  月  日 

 

請負金額        千円 

契約番号 

第   号 

件名 

 
工

期 

 年  月  日 

 

 年  月  日 請負金額        千円 

契約番号 

第   号 

件名 

 
工

期 

 年  月  日 

 

 年  月  日 請負金額        千円 

配 

置 

予 

定 

技 

術 

者 

建設業法で定める監理 

技術者又は、主任技術 

者のどちらか一方を記入  

監理技術者 

氏   名 

 交付番号（監理技術者資格者証） 

  第         号  

主任技術者 

氏   名 

  

予定技術者の従事中工事の有無についてどちらか一方を○で囲むこと    

有  ・   無  

「有」の場合は、下記の件名等を記入すること。  

件 名 ：  

発注者 ：  

工 期 ：     年     月     日 ～     年     月     日    

東 京 都 確 認 欄 

主任技術者の雇用確認 

□住民税特別徴収税額通知書 

□健康保険・厚生年金被保険 

者標準報酬決定通知書 

□その他 確 認 

 

 

～
 

～
 

～
 



注 1  ※欄は必要に応じて記載してください。   注 2  裏面の注意事項を参照してください。 
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 注意事項 

１ 建設業法では、請負金額が 4,500万円（建築一式工事の場合は 9,000万円）以上となる場合は、専任 

の主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。 

  なお、総額 5,000万円（建築一式工事の場合は 8,000万円）以上を下請契約して工事を施工する場合 

は、主任技術者にかえて「監理技術者」を配置しなければなりません。 

  また、技術者は直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。 

２ 配置予定の技術者が監理技術者の場合は、監理技術者資格者証（表・裏）の写しの添付が必要な場合 

がありますので、事前に確認をしてください。 

３ 配置予定の技術者が主任技術者の場合は、雇用関係が確認できる書類（健康保険被保険者証又は住民 

税特別徴収税額通知書の写し等）を添付してください。 


